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 第 ２ 回  熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録 

 

平成23年６月27日（月曜日） 

            午前10時１分開議 

            午後０時15分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

――――――――――――――― 

出席委員（15人） 

        委 員 長 吉 永 和 世 

        副委員長 森   浩 二 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 緒 方 勇 二 

欠席委員（１人） 

        委  員 荒 木 章 博 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  谷 﨑 淳 一 

                環境局長  山 本   理 

  環境局環境立県推進課長 田 代 裕 信 

            環境保全課長  清 田 明 伸 

          自然保護課長 小 宮   康 

       廃棄物対策課長  加 久 伸 治 

     公共関与推進課長  中 島 克 彦 

  企画振興部 

     交通政策・情報局 

   企画振興部審議員兼 

   交通政策課課長補佐  小 原   信 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  真 崎 伸 一 

新産業振興局 

首席審議員兼産業支援課長  高 口 義 幸 

新エネルギー産業振興課長 森 永 政 英 

  農林水産部 

            生産局長  麻 生 秀 則 

                水産局長  神 戸 和 生 

政策調整審議員兼 

農林水産政策課課長補佐 白 石 伸 一 

    生産局農業技術課長  松 尾 栄 喜 

        園芸課長 野 口 法 子 

              畜産課長  平 山 忠 一 

  農村振興局農地整備課長  田 上 哲 哉 

   森林局森林整備課長  河 合 正 宏 

      林業振興課長 岡 部 清 志 

      森林保全課長 本 田 良 三 

      水産局水産振興課長  鎌 賀 泰 文 

漁港漁場整備課長 平 尾 昭  人 

  水産研究センター所長  南 本 健 成 

  土木部 

    土木技術審議監兼 

          河川港湾局長  上 谷 昌 史 

    土木技術管理課長  西 田   浩 

  道路都市局土木審議員兼 
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      道路整備課課長補佐  松 永 清 文 

      土木審議員兼 

      都市計画課課長補佐  益 田 啓 敬 

土木審議員兼 

  都市計画課景観公園室長  坂 井 秀 一 

           下水環境課長  軸 丸 英 顕

河川港湾局河川課長  林   俊一郎 

        港湾課長  手 島 健 司 

   建築住宅局建築課長 坂 口 秀 二 

     土木部審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 吉 川 誠 一 

   教育委員会事務局 

        義務教育課長  谷 口 慶志郎 

  企業局 

      次長兼総務経営課長  古 里 政 信 

        審議員兼 

  荒瀬ダム撤去準備室長 堀   敏 行 

        工務課長  福 原 俊 明 

   警察本部 

           交通部参事官  木 庭   強 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 森 田   学 

   議事課課長補佐   井   隆 彦 

――――――――――――――― 

午前10時１分開議 

○吉永和世委員長 おはようございます。開

会に先立ちまして、御報告いたします。 

 本日は、荒木委員が欠席であります。 

 ただいまから、第２回環境対策特別委員会

を開催いたします。 

 本日は、執行部を交えた最初の委員会であ

りますので、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 １年間環境対策特別委員会の委員長を仰せ

つかりました吉永でございます。よろしくお

願いいたします。 

 この委員会は、３つの付託調査事件がござ

いますが、産業廃棄物の管理型処分場の公共

関与の推進の件でございますが、この件に関

しましては、環境アセスも終了して３月に南

関町長と町議会の表明があったということ

で、平成26年度の供用開始に向けて一歩一歩

前進をしているというふうに実感をいたして

おりますので、ぜひその達成に向けて頑張っ

ていかなければならないというふうに思って

おります。 

 また、有明海、八代海の問題でございます

が、特別措置法の問題がございます。これは

今年度で終わりというふうになっているよう

でございまして、これも大変大事な問題でご

ざいますから、引き続き、延長を図るなり、

そういったこともしていかなければならない

というふうに思っていますが、この件に関し

ては国の方でいろいろ議論があっているとい

うふうに思っておりますので、我々委員会と

しても積極的にこの件に関しましては意見等

を申し上げていくべきなのかなというふうに

思っております。 

 また、地球温暖化の問題でございますが、

これも環境立県くまもととしては大変重要な

問題でございますから、全力を挙げて頑張っ

ていきたいというふうに思っています。 

 以上、この３つに関しまして、ことし１年

間、委員の先生方、また執行部の方々の御協

力をいただきながら進めていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。また、副委員長とともに円

滑な委員会運営に頑張りますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 それでは、副委員長からも一言ごあいさつ

をお願いいたします。 

 

○森浩二副委員長 おはようございます。副

委員長を仰せつかりました森と申します。ど

うぞよろしくお願いしときます。 

 本委員会は、３件の付託調査事件を審議す

る重要な委員会でありますので、吉永委員長

を補佐し、今後１年間一生懸命頑張ってまい
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りますので、どうか御協力のほどよろしくお

願いします。本日はよろしくお願いします。 

 

○吉永和世委員長 それでは、執行部関係部

課職員の自己紹介を受けたいと思います。自

己紹介名簿の順に自席からお願いいたしま

す。 

  （谷﨑環境生活部長、山本環境局長～木

庭警察本部交通部参事官の順に自己紹

介） 

○吉永和世委員長 なお、自己紹介以外の職

員に方については、お手元に配付しておりま

す委員会資料の関係部課幹部職員名簿のとお

りでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、執行部を代表して、谷﨑環境生活部

長からあいさつをお願いいたします。 

 

○谷﨑環境生活部長 改めておはようござい

ます。 

 委員会の開会に当たりまして、執行部を代

表いたしましてごあいさつを申し上げます。 

 県議会におかれましては、先ほど吉永委員

長からもお話がありましたように、当委員会

におきまして、産業廃棄物処理施設の公共関

与の推進、２つ目が有明海・八代海の再生、

３つ目が地球温暖化対策、以上の３項目につ

きまして、かねてから格別の御指導、御鞭撻

をいただきまして、深く感謝を申し上げま

す。 

 まず、産業廃棄物処理施設の公共関与の推

進につきましては、このほど環境アセスメン

トの現況調査を終了いたしまして環境基準等

を満たすことが確認されました。現在、環境

影響評価条例の準備書手続に先立ちまして、

現況調査の結果について関係者の方々に御説

明をいたしております。今後、条例に基づき

まして、準備書の公告、縦覧などを進めてま

いります。 

 ３月には、南関町長及び町議会の受け入れ

表明がありました。環境アセスメントの進捗

状況、事業工程等を踏まえまして、町と具体

的に協議を進めながら、今後、処分場の建設

に向けた基本的な事項につきまして文書で確

認していきたいと考えております。 

 次に、有明海・八代海の再生につきまして

は、平成15年３月策定の有明海・八代海再生

に向けた熊本県計画及び平成16年２月の当県

議会委員会におきましての有明海・八代海再

生に係る提言に沿って、生活排水対策や漁場

環境の改善、種苗放流等に取り組んでおりま

して、汚水処理人口普及率の向上などには一

定の成果を得ております  

 しかしながら、回復の兆しが見られており

ましたアサリも平成21年には大きく減少し、

また、中長期的には、干潟の泥質化や漁獲量

の低迷など、いまだ課題も残っております。

平成14年11月の有明海及び八代海を再生する

ための特別措置に関する法律の施行から８年

半が経過しておりますけれども、再生までま

だ道半ばと考えております。引き続き、庁内

はもとより、国、関係機関、団体等と連携を

図りながら、取り組みを進めてまいります。 

 さらに、地球温暖化対策につきましては、

平成21年３月の県議会からの地球温暖化対策

に係る提言を受けまして、熊本県地球温暖化

の防止に関する条例を昨年４月に施行し、事

業活動、エコ通勤、建築物に係る３つの計画

書制度をスタートしております。また、地球

温暖化対策推進計画を本年３月に策定いたし

ました。現在、東日本大震災を契機に全国的

に節電を初めとする省エネ行動への関心が高

まっております。県といたしましても一層の

地球温暖化対策としての各種の取り組みが求

められております。 

 今後も、県議会の提言において取り上げら

れました４つの重点事項を中心に、温室効果

ガス排出削減のための各種施策に知恵を絞っ

て、県民総ぐるみにより進めてまいります。 

 本日は、当委員会における初めての審議と
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いうことで、これまでの経緯や主な事業の概

要につきまして関係課長から説明をいたしま

すので、よろしく御審議いただきますようお

願い申し上げます。 

 最後に、私は、水俣病対策関係を中心に６

年間環境行政に取り組んでまいりました。今

後とも、これまで以上に県民の生活環境の保

全と県民生活の安定のために取り組んでまい

る所存でございます。 

 委員の皆様方には、引き続きの御指導のほ

どをお願い申し上げて、冒頭のあいさつとさ

せていただきます。 

 

○吉永和世委員長 では、お手元に配付の委

員会次第に従い、付託調査事件を審議させて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２、有明海・八代海の環境保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件及び３、地球温暖化対策に関

する件について、一括して執行部から説明を

受け、その後、質疑は議題ごとに行いたいと

思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては簡

潔にお願いいたします。 

 これより執行部から説明をお願いいたしま

す。 

 まず、公共関与による管理型最終処分場の

整備について説明をお願いいたします。 

 中島公共関与推進課長。 

 

○中島公共関与推進課長 公共関与推進課長

の中島でございます。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 まず、１の目的でございますが、県民の生

活環境の保全や経済活動の維持促進を図るた

め必要不可欠なインフラとして、公共関与に

よる産業廃棄物管理型最終処分場の整備に向

けて取り組んでおります。 

 ２のこれまでの取り組み状況につきまして

は、平成17年度末に南関町を建設予定地とし

て決定した以降、さまざまな取り組みを行っ

てまいりましたが、平成21年度は環境アセス

メント手続の現地調査に着手をし、平成22年

度は処分場を屋根と外壁で囲い処分場の処理

水を河川に放流しないクローズド無放流型の

施設構造を決定し、改めて地元説明を行って

きております。 

 ３の最近の取り組み状況でございますが、

事業の推進には何よりも地元の理解が第一で

あることから、これまでも地元説明を重ねて

きておりますが、２月から３月にかけて南関

町で延べ10日間のお問い合わせ窓口を開設

し、住民の方から生の御意見を直接伺いまし

た。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ３月には、南関町全世帯及び和水町の関係

地区の世帯にパンフレットを配布し、知事の

思いや県の考え方をお伝えしたところです。 

 さらに、本年度に入り、南関町のまちづく

り懇談会に14日間参加をし、町全体への御理

解を図り、以後、南関町区長会、南関町議

会、和水町議会等において、事業の進捗状況

等を説明してきております。 

 次に、環境アセスメント手続は、施設がで

きた場合に周辺環境にどのような影響を与え

るのかを科学的に予測し、その予測結果が各

種基準の範囲内なのかなどを評価する手続で

ございますが、現況調査を終了し、調査結果

を踏まえて影響を予測及び評価した結果、影

響がないことを関係者に説明しているところ

です。 

 今後、環境影響評価条例に基づきまして、

調査、予測、評価結果をまとめた準備書の公

告、縦覧を行い、改めて住民説明会等を実施

するなど必要な手続を進めてまいります。 

 ４の今後の取り組みでございますが、３月

に南関町長及び町議会の受け入れ表明をいた

 - 4 -



第２回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成23年６月27日) 

だきましたので、環境アセスメントの結果等

を踏まえて、安全対策、処分場の運営管理や

廃棄物の種類等、細かな約束事を定めた本協

定となる環境保全協定の年度内締結を目指し

ておりますが、その前段階として、まず、関

係者の役割や姿勢など基本的な事項を記した

基本協定の締結をなるべく早期に進めてまい

りたいと考えております。 

 さらには、基本協定の締結ができましたな

ら、用地交渉や設計の準備にも着手できるも

のと考えております。必要な事務手続は進め

てまいりますが、地元の一部には強い反対意

見の方もおられますので、できるだけ多くの

御理解を得られるよう、引き続き丁寧に説明

責任を果たしてまいります。 

 次のページ、９ページは、参考１として建

設予定地周辺の航空写真を添付しておりま

す。予定地は、高速道路の菊水インター近く

の山砂採掘跡地であり、写真の中央に２つの

池が写っておりますが、右側の池の部分が廃

棄物の埋め立て建設予定地でございます。約

30メートルほどのくぼ地となっております。 

 次のページ、10ページは、参考２として処

分場のイメージ図を添付しております。地元

では、地下水への影響、河川水への影響とい

う御心配が非常に強くあられましたので、処

分場を屋根と壁で囲い、雨水を浸入させず、

また、処分場内の処理水は循環利用して河川

に放流しないというクローズド無放流型とい

う施設構造を採用し、安全性と安心感を高め

てまいっております。 

 説明は以上です。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海の

環境保全、改善及び水産資源の回復等による

漁業の振興に関する件について。 

 まず、有明海・八代海の再生について説明

をお願いいたします。 

 田代環境立県推進課長。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。以後は座って説明させていただ

きます。失礼します。 

 12ページをお願いいたします。 

 まず、１番、これまでの経緯等の(1)問題

の発端でございますけれども、有明海、八代

海は閉鎖性が高い海域であるという条件の中

で、有明海では、平成12年冬にノリ養殖が赤

潮による色落ち被害でかつてない不作とな

り、八代海におきましても、７月に発生した

赤潮で魚類養殖に甚大な被害が生じました。

これを踏まえました再生への取り組みでござ

いますけれども、被害に対する緊急対策を実

施するとともに、全庁的体制のもとで13年12

月には本県独自の総合計画を策定しました。 

 一方、③でございますけれども、県議会の

御支援をいただきながら、関係５県と連携し

まして国に対する特別措置法の早期制定の要

望を行いまして、平成14年11月に議員立法に

よりまして特別措置法が成立したところでご

ざいます。そして、平成15年３月に、この特

措法に基づく熊本県計画を策定しまして、以

後、毎年事業計画部分に一部変更を加えてお

ります。 

 なお、本年度の県計画の冊子は現在作成中

でございますので、でき上がり次第、委員の

皆様にお配りいたします。 

 次に、⑤でございます。 

 県議会におかれましては、平成15年６月、

有明海・八代海再生特別委員会を設置されま

して、翌年２月に県に対する提言がなされた

ところでございます。 

 ⑥ですが、この提言で示されました方向性

に沿いまして、生活排水処理施設の整備、あ

るいは作澪、覆砂等による漁場整備、資源管

理の強化などを中心に取り組みまして、例え

ばアサリ資源は回復の兆しが見られていまし

たけれども、平成21年には大きく漁獲が減っ

ております。また、赤潮の発生、漁獲量の低

迷など根本的な課題も残っておりまして、両
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海域の再生に向け、引き続き総合的かつ計画

的に取り組む必要がございます。 

 続きまして、２の(1)国の取り組みでござ

います。 

 平成15年３月に、法に基づきまして促進協

議会が組織されまして、毎年関係６省庁と関

係６県において協議を行っているところでご

ざいます。 

 また、次の②でございます。 

 特措法の施行から５年以内の見直しに関し

まして、つまり平成19年11月まで県や関係県

が行います調査の評価を行うための有明海・

八代海総合調査評価委員会が設置されており

ましたけれども、平成18年12月に再生方策や

解明すべき課題等を取りまとめた委員会報告

が提出されております。 

 ③は、その特措法の見直しについてでござ

いますが、今触れました総合調査評価委員会

は、引き続き活動する必要があるということ

で、一部改正法案が平成19年に提出されてい

ましたけれども、平成21年７月の衆議院解散

により廃案となっております。 

 県では、関係６県とともに、九州知事会は

もとより九州各県議会議長会の要望としても

いただきながら、まず、①国庫補助率のかさ

上げ、これは平成23年度で終わりとなってお

ります、この継続、それから総合調査評価委

員会の継続、19年から開店休業の状況にあり

ますので、これの継続、加えて、対象海域の

拡大につきまして国に要望しているところで

ございます。 

 (2）の関係６県連携の取り組みでございま

すけれども、連絡協議会を設置し取り組んで

いるところでございます。 

 なお、経緯等の中で触れました特別措置法

の概要を、後ろの20ページでございますが、

別紙１と書いておりますが、21ページに法律

の概要、それから熊本県計画の概要を22ペー

ジのところにつけております。 

 以上でございます。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課清田でござ

います。以降は着座のまま説明させていただ

きます。 

 引き続き、15ページをごらんください。 

 有明海及び八代海の現状についてでござい

ますが、公共用水域に係ります水質監視につ

きましては、法に基づき、水質測定計画を国

土交通省など関係機関と協議して策定し、常

時監視を行い、測定結果についても、前年度

分につきまして、９月ごろになると思います

が、毎年公表を行っております。 

 なお、環境基準の達成状況は、海の汚濁の

指標でありますＣＯＤは70から80％台で推移

しており、近年変動はあるもののほぼ横ばい

の状況にあります。また、富栄養化の指標で

あります全窒素、全燐については、平成13年

度以降は33から100％で推移しており、近年

低下傾向にあります。 

 中ほどの10行目になりますが、(1)有明

海、八代海の水質の状況でございますが、ま

ず、有明海、八代海を幾つかの水域に分け、

環境基準点を延べ53地点設けまして、原則年

間12回の測定を実施しております。 

 ②の21年度の測定結果でございますが、ま

ず、人の健康の保護に関する項目、カドミウ

ムなど22項目でございますけれども、基準超

過地点はございませんでした。 

 次に、海の汚濁の指標でありますＣＯＤの

値でございますが、有明海では平成12年度以

降1.9から2.6の間で推移しております。な

お、環境基準の達成状況ですが、平成21年度

は、調査水域数７のうち６水域で達成したと

いうことで達成率85.7％となっております。

それから、八代海の方は1.5から2.3の間で推

移しており、有明海よりもやや低い数値で推

移しております。 

 16ページをごらんください。 

 なお、環境基準の達成状況ですが、平成21

年度は、調査水域11のうち９水域で達成した
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ということで達成率81.8％となっておりま

す。 

 次に、３の富栄養化の指標であります全窒

素、全燐の値ですが、有明海では、３水域13

地点における年間平均値は、全窒素が0.25、

全燐が0.045であります。 

 なお、環境基準の達成状況ですが、平成21

年度は、調査水域数３のうち２水域で達成し

たということで、達成率は66.7％となってお

ります。 

 八代海ですが、３水域７地点における年間

平均値は、全窒素が0.18、全燐が0.038であ

り、これも有明海よりもやや低い数値で推移

しておりますが、環境基準の達成状況につき

ましては、平成21年度は調査水域３のうち１

水域で達成したということで、達成率33.3％

となっております。両海域とも、全窒素は横

ばい状態でございますが、全燐は近年上昇傾

向にあります。 

 それから、16ページの下段の図１及び17ペ

ージの上段の表１に経年変化のグラフ等を掲

載しております。 

 次に、17ページの中ほどにございます③汚

濁物質の流入削減対策についてでございます

けれども、環境基準を達成していない水域も

あることから、引き続き関係各県を含め各機

関と連携して取り組みます。また、環境基準

未達成海域における重点的な調査も実施する

ことといたしております。 

 海域環境への負荷の削減を目的といたしま

して、平成17年３月には、条例あるいは規則

の改正を行いまして、平成20年４月から施行

し、事業場排水からの汚濁物質の流入削減対

策を強化しているところでございます。 

 水質の状況は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課の鎌賀でご

ざいます。説明を座ってさせていただきま

す。 

 18ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海の漁業生産の状況について

でございます。 

 まず、①として、漁業の状況でございます

が、まず、魚類の漁獲量、左側の図１をごら

んください。黒丸で示しました有明海の漁獲

量は減少傾向が続きまして、平成21年の漁獲

量は1,187トンとなっております。白丸で示

しました八代海も長期的には減少傾向で、21

年は6,855トンとなっております。 

 次に、アサリ採貝業でございますが、右側

の図になります。黒丸で示しました有明海の

漁獲量は、平成21年には259トンと大きく減

少しております。その原因は、稚貝の発生量

の減少に加え、ホトトギスガイの発生による

環境悪化などが考えられており、22年も水産

振興課の調べで113トンと、さらに極めて厳

しい状況が続いております。白丸で示しまし

た八代海でも、21年は1,177トン、22年は650

トンの見込みで減少が続いております。 

 19ページをお願いいたします。 

 養殖漁業の状況でございます。 

 まず、ノリ養殖業ですが、図の左側にノリ

養殖の生産量を示しております。黒丸で示し

ました有明海の生産量は、平成22年度は11億

8,000万枚で、平成19年度に次ぐ豊作となっ

ております。八代海では低調な状況が続いて

おりまして、22年度は平年の32％程度の生産

量となっております。 

 次に､魚類養殖の状況ですが、右側の図に

ブリとマダイの状況を示しております。黒三

角のブリは平成20年から減少しておりまし

て、赤潮被害の影響が出ております。一方、

マダイは赤潮に比較的強いということもござ

いまして、生産が増加している状況でござい

ます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海再

生にかかわる提言への対応について説明をお
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願いします。 

 田代環境立県推進課長。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 続きまして、23ページからでございますけ

れども、県議会から示されました提言に対応

しました施策等を一覧表にしたものでござい

ます。関係各課におきまして、それぞれの施

策に取り組んでおりますけれども、本日は黒

丸印がついております本年度新たな取り組み

が入っている施策や継続的な報告が必要と考

えられます施策などを中心に御説明いたしま

す。 

 それでは、資料に沿いまして各担当課から

順次説明させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 

○軸丸下水環境課長 下水環境課です。着席

して説明させていただきます。 

 資料26ページ、生活排水処理施設の整備促

進と適切な維持管理について御説明いたしま

す。 

 まず、１の施策の概要等ですが、このたび

策定いたしました新たな生活排水対策のマス

タープラン熊本生活排水処理構想2011に基づ

き、生活排水処理施設の整備促進と適切な維

持管理に努めてまいることとしております。 

 ２の22年度の取り組み実績は、それぞれの

地域特性に応じた生活排水処理施設の整備に

取り組みました。なお、22年度末の汚水処理

人口普及率は８月に公表の予定です。 

 ３の23年度の取り組み予定といたしまして

は、各種施設の整備とともに、下水道等への

接続や浄化槽の適正管理などの重要性につい

て、県民の皆様に御理解いただくための取り

組みも積極的に進めてまいります。 

 下水環境課は以上です。 

 

○清田環境保全課長 着座のまま説明させて

いただきます。 

 29ページをごらんください。 

 工場、事業場の排水対策といたしまして、

条例による上乗せ規制適用区域の設定及び規

制対象項目の追加につきまして御説明いたし

ます。 

 ①の提言の実現に向けた取り組み概要でご

ざいますが、海域環境への負荷の削減を目的

といたしまして、工場、事業場の排水対策を

行ってまいります。 

 まず、有明海、八代海に流入するすべての

区域を上乗せ規制区域といたしました。ま

た、熊本県生活環境の保全等に関する条例で

定めております米粉製造業など７業者の事業

場について、富栄養化の原因である窒素、燐

を新たに規制対象項目として追加しておりま

して、立入検査、指導を実施しております。

いずれも平成20年４月１日から施行しており

ます。 

 22年度の取り組み実績でございますが、規

制対象となった987事業場のうち、延べ425事

業場に対し立ち入りを行い、水質検査を行っ

ております。水質基準の超過となりました12

事業場に対しまして、施設や管理体制の改善

勧告４件、施設の運用ミス等に対しましての

厳重注意４件などを行っており、その後、改

善結果の確認等を行っております。 

 平成23年度におきましても、引き続き各保

健所を中心といたしました計画的な立入指導

と排出水の水質の確認等を実施しまして、水

質基準の遵守状況の把握に努めることといた

しております。 

 続きまして、30ページをごらんください。 

 窒素、燐の上乗せ規制の検討について御説

明いたします。 

 先ほど、有明海及び八代海の再生について

の項目におきまして御説明しましたように、

一部水域で環境基準が未達成の傾向にあるこ

とを踏まえまして、規制強化の必要性及び関

係県と連携した取り組み等について検討して
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まいりたいと考えております。 

 平成22年の取り組み実績でございますが、

関係６県で構成されております有明海・八代

海再生推進連絡協議会が平成22年８月10日に

開催されております。23年度におきまして

も、引き続き海域の窒素、燐の環境基準の達

成状況を注視しつつ、有明海・八代海再生推

進連絡協議会及び同環境部会を通じまして、

関係県と連携して取り組んでまいります。 

 また、平成22年度に引き続きまして、有明

海、八代海の環境基準未達成海域における重

点調査も、平成23年度、今年度も継続して実

施する予定でございます。 

 さらに、新たな施策といたしまして、環境

省の委託事業としまして広域総合水質調査を

受託し、水質汚濁防止対策効果の把握等のた

め、有明海、八代海沿岸の５県共同で広域か

つ長期的な調査に取り組むとともに、引き続

き計画的な立入指導と排出水の水質の確認等

を実施いたしまして、水質基準の遵守状況の

把握に努めることといたしております。 

 環境保全課は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○平山畜産課長 畜産課でございます。座っ

て御説明いたします。 

 資料の31ページをお願いいたします。 

 家畜ふん尿の適正管理の継続についてでご

ざいます。 

 １の①のとおり、家畜排せつ物法に基づ

き、適正に管理するように指導に取り組んで

おります。また、法対象以外の小規模農家に

対しましても、同様に啓発を行っておりま

す。 

 この結果、２に記載しておりますような実

績が得られており、法律違反となる野積みや

素掘りの発生を防止しております。 

 ３の本年度の取り組みでございますが、引

き続き農家の巡回などによる啓発指導を行う

とともに、11月は畜産環境保全月間を設け、

全県的な意識啓発を進めてまいります。 

 畜産課からは以上でございます。 

 

○松尾農業技術課長 農業技術課長の松尾で

ございます。座って御説明させていただきま

す。 

 資料の32ページでございます。 

 農薬・化学肥料の使用総量の削減でござい

ますけれども、１の①のとおり、環境と安全

に配慮した農業への取り組みをくまもとグリ

ーン農業としまして、農薬、化学肥料の使用

量の削減に取り組んでおります。特に、持続

農業法に基づくエコファーマーや熊本型特別

栽培農産物であります「有作くん」の認証等

を推進しながら取り組みを進めているところ

でございます。 

 この結果、２の22年度の実績のとおり、エ

コファーマーの認定数が174件増加いたしま

して、１万113経営体となっておりますし、

「有作くん」の認証量も前年度より約1,500

トン増加いたしております。 

 23年度は、くまもとグリーン農業を生産面

あるいは消費面から拡大しながら、引き続き

農薬、化学肥料の削減に取り組んでまいりま

す。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 34ページをお願いいたします。 

 養殖場対策として、漁場改善計画等に関す

る施策でございます。施策の概要等に示しま

した取り組み概要をごらんいただきたいと思

います。 

 魚類養殖におきましては、負荷が少ないえ

さへの転換や、いかだ面積、収容密度の削減

等を盛り込んだ漁場改善計画が着実に実施さ

れるよう指導を行うこととしております。ノ

リ養殖につきましても、同様に漁場改善計画

を策定しておりまして、その実施についての
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指導、助言や漁場改善に向けた検討を行って

おります。 

 22年度の取り組み実績は、魚類養殖におき

ましては、底質調査結果に基づく指導、適正

養殖に関する指導を行ってきております。ノ

リ養殖につきましては、酸処理剤の適正使用

等について、指導、助言や漁場環境調査結果

等に基づく情報提供等を行ってきておりま

す。 

 平成23年度の取り組みでございますが、こ

れまでの取り組みを引き続き行うとともに、

今年度から始まります漁業所得補償に合わ

せ、漁場改善計画に収容尾数を明記するな

ど、さらなる環境改善に向け指導を行ってい

くこととしております。 

 以上です。 

 

○平尾漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課長

の平尾でございます。説明は座ってさせてい

ただきます。 

 それでは、42ページをお願いいたします。 

 干潟等の漁場環境改善のための耕うん、作

澪、覆砂、藻場造成等の事業の実施について

でございます。  

 中段の平成22年度の取り組み実績につきま

して、覆砂は、県営事業により熊本市、宇土

市地先及び八代地先で、市町営事業では熊本

地先にて実施しております。平成21年度繰越

分は、県営事業で八代市地先及び宇城市地先

で、市町営事業では玉名市地先で実施してお

ります。 

 増殖場、藻場につきましては、県営事業に

より上天草市大矢野で増殖場を、天草市宮野

河内地先にて藻場造成を実施しております。 

 次に、耕うんについては、有明海の水深20

メーター程度の海底を耕うんし、クルマエビ

等の生息環境の改善状況について調査いたし

ております。 

 次に、最下段の平成23年度の取り組み予定

につきまして、覆砂は、県営事業により荒尾

市から宇土市地先及び八代地先で、また､市

町営事業では熊本市地先にて実施します。藻

場は、県営事業により上天草市新和地先で実

施し、耕うんにつきましても引き続き調査を

行うこととしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課の高口でご

ざいます。着座のまま説明させていただきま

す。 

 44ページをお願いいたします。 

 海砂利採取への対応のうち、法令遵守及び

指導についてでございます。 

 資料の２ポツの平成22年度の取り組み実績

でございます、片括弧アから始まります５項

目を関係課が連携して取り組んで実施してま

いりました。 

 続きまして、３番の23年度の取り組み予定

について説明させていただきます。 

 まず、(1)の再発防止策についてでござい

ますが、昨年と同様に(1)のアからエに掲げ

た対策を実施し、引き続き再発防止に努めて

まいりたいと思っております。 

 次に、(2)の行政処分等についてでござい

ますが、違反した業者に対する砂利採取法に

基づきます砂利採取業者の取り消し処分及び

一般海域管理条例による過料処分に対する異

議申し立てにつきましては、今後当該業者の

動向を見ながら対処することといたしており

ます。また、一般海域管理条例における土石

採取量の徴収を免れた金額の徴収にも努めて

まいります。また、採取計画の申請を不認可

あるいは不許可とした行政処分に対する砂利

採取業者による公害等調整委員会の不服申し

立て等につきましても対処することといたし

ております。 

 (3)の23年度の許認可についてでございま

すが、関係各課で協議をしながら適切に対処

することといたしております。また、有明海

における許認可につきましては、22年度、23
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年度の採取限度量の合計を上回る海砂利採取

の違法採取があったことを受けまして、今年

度も引き続き許認可をしないことといたして

おります。 

 以上でございます。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 次の45ページをお願いいたします。 

 干潟等の実態の把握についてでございま

す。 

 県が設置いたしました有明海・八代海干潟

等沿岸海域再生検討委員会からの平成18年３

月の報告を踏まえた取り組みを行っておりま

す。22年度は、引き続き国、大学等が実施し

ます海域環境に関する各種調査結果について

情報収集把握を行いますとともに、昨年６月

には、国の施策等に関する提案の中で、干潟

の泥質化の進行等に関する調査の実施につい

て要望を行ったところでございます。また、

小中学校等で海の再生についての出前講座を

25校で実施しますとともに、地域の環境保全

活動団体や漁業者等の活動への協力を行って

おります。 

 今年度の取り組みといたしまして、引き続

き熊大等が行います干潟等の実態調査の情報

把握、意見交換とともに、(4)でございます

けれども、新たに国、県等が実施しました調

査データの整理を行うこととしております。 

 以上です。 

 

○鎌賀水産振興課長 49ページをお願いいた

します。 

 栽培漁業における複数県による広域連携の

推進という施策でございます。 

 施策の概要でございますが、栽培漁業をよ

り効果的、効率的に展開するために、マダ

イ、ヒラメにつきましては鹿児島県と、ま

た、クルマエビにつきましては、有明海沿岸

４県で共同放流、調査に取り組んでおりま

す。 

 22年度の実績は、マダイ、ヒラメにつきま

しては、八代海で放流した標識魚の移動状

況、水揚げ状況等を調査しております。クル

マエビにつきましては、４県が連携して放流

を行い、放流後の効果について共同で調査を

実施しているところでございます。 

 今年度の取り組み予定でございますが、こ

れまでの取り組みを関係県と連携して引き続

き実施するとともに、国の事業であります有

明海漁業振興技術開発事業にも取り組んでま

いります。 

 以上でございます。 

 

○南本水産研究センター所長 水産研究セン

ターの南本でございます。着席して説明いた

します。 

 お手元の資料の61ページをお願いいたしま

す。 

 国等との共同研究等の推進でございます。 

 水産研究センターでは、大学、水産総合研

究センター、関係県等との共同研究を実施

し、効果的、効率的な調査研究体制の充実を

図っております。 

 中段の平成22年度の取り組みでございま

す。 

 平成22年度は、13の事業について、関係機

関と連携あるいは試験調査を実施いたしまし

た。主な事業としては、漁場環境モニタリン

グ事業、ほか４事業を挙げております。これ

らの事業については、本年度においても引き

続き取り組んでまいりますので、概要を御説

明いたします。 

 まず、漁場環境モニタリング事業でござい

ます。これは、有明海、八代海の約60地点に

おいて、水質、底質及びプランクトンを調査

するものであります。 

 次に、閉鎖性海域赤潮被害防止対策事業で

ございます。これは、赤潮が発生する仕組み

を解明するための調査や、シャットネラ赤潮
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を駆除するための技術開発でございます。 

 続いて、二枚貝資源安定化対策事業でござ

います。これは、アサリ、ハマグリの浮遊幼

生や着底した稚貝の調査、また、アサリ漁場

のえさ環境の評価などを行うものです。 

 続きまして、海面養殖ゼロエミッション推

進事業では、燐含有量の少ないえさの開発を

行ってきましたけれども、今年度において

は、事業名は変わりますが、そのえさを使っ

てマダイの成長の違いなどを検証してまいり

ます。この内容については、ごらんいただい

ております資料の54ページに記載していると

ころであります。 

 最後に、水産物の原産地判別手法等の技術

開発でございます。これは、ノリの品種につ

いて、栄養の低い環境下において耐性がある

かどうかを評価するものであります。 

 以上を含め、本年度は13の事業について関

係機関と連携し、効果的、効率的な調査研究

体制の充実を図ってまいります。 

 以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 64ページをお願いいたします。 

 諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査の実

施についてでございます。施策の概要等、取

り組み概要の欄をごらんいただきたいと思い

ます。 

 (1)のところでございますが、平成20年６

月に佐賀地裁判決で５年間の開門命令が出さ

れておりますが、国が控訴する際に、当時の

農林水産大臣が、開門調査のためのアセスメ

ントを行い、今後の方策を関係者の同意を得

ながら検討を進めていくという談話を発表し

ております。県としましては、有明海の環境

変化の原因究明のためには開門調査が必要と

いう立場で国に対して働きかけを行ってきた

ところでございます。 

 (4）に記載してありますとおり、昨年12月

に福岡高裁において佐賀地裁判決が支持さ

れ、国は上告せず判決が確定しております。 

 次に、②の課題あるいは平成22年度の取り

組み実績のところに記載しておりますが、県

内の漁業者の中には開門調査による漁業への

悪影響を懸念する声もありますことから、ま

ずは環境アセスメントを早急に実施し、関係

者が納得するよう、十分な検討を行うよう、

国に対して求めてきたところでございます。 

 23年度の取り組み予定でございますが、

(2)のところに書いております。６月19日

に、アセスメントの準備書、これは環境影響

評価調査の結果を示したものになりますが、

それが素案という形で公表されております。 

 その中では、大きく３つの開門方法を検討

し、いずれの場合も開門の影響は諫早湾周辺

にとどまり本県海域には大きな影響は出ない

であろうという内容になっております。ま

た、開門によって受ける干拓地等への影響軽

減のために82億円から1,077億円の対策費が

かかるということになっております。 

 県といたしましては、今後この素案の内容

を精査するとともに、県内関係者の意見を聞

き、さらに、関係県と連携をしながら国に対

して意見を述べるなど、適切に対応していく

ことといたしております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海、八代海再

生に向けた県計画に関する平成23年度事業に

ついて説明をお願いします。 

 田代環境立県推進課長。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 65ページでございます。 

 当初予算に計上しております関連事業を一

覧表にしております。提言との関係は、右端

の欄に丸印を記載しております。今年度の事

業総数は61事業、事業費総額は約149億円と
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なっております。昨年度当初予算と比較しま

して若干の増となっております。 

 以下、75ページまでずっと一覧表にしてお

りますけれども、先ほど関係課から御説明い

たしましたものと重複する部分もございます

ので、内容の説明は省略させていただきま

す。 

 有明海、八代海再生に係る説明は以上でご

ざいます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

 

○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する件について。 

 まず、地球温暖化に関する現状等について

説明をお願いします。 

 田代環境立県推進課長。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の77ページをお願いいたします。 

 まず、温室効果ガス総排出量についてでご

ざいます。 

 国の方は、基準年の平成２年比で６％減と

いう削減目標に対しまして、直近の平成21年

度実績は4.1％減というふうになっておりま

す。それに対し、本県の温室効果ガス総排出

量についてでございますけれども、下の方の

図１のとおりでございまして、基準年の平成

２年比６％減という削減目標に対しまして、

直近の平成20年実績では1.0％増加というふ

うになっております。リーマンショックによ

る景気後退の影響もありまして、近年では最

も低い数字とはなっております。 

 部門別の排出内訳につきましては、真ん中

の図２のとおりでございます。工場やあるい

はオフィスが中心となります産業部門と業務

その他部門を足しますと、51.4％と約半数を

占めております。 

 一方で、基準年と比較しました伸び率は右

側の図３の折れ線グラフのとおりでございま

す。上から３つ目の家庭部門の伸び率がプラ

ス17.6％というふうに最も大きくなっており

ます。 

 次のページ、78ページをお願いいたしま

す。 

 温室効果ガス排出削減に係る中長期目標に

ついてでございます。 

 平成20年７月、2050年までに60から80％削

減するという計画が閣議決定されまして、そ

の後、21年９月には2020年までに25％削減す

るという国連での発表があっております。こ

れに対応しました地球温暖化対策基本法案が

国会に提出されております。 

 しかしながら、今月になりまして、法案の

中から25％削減目標を削除するという修正試

案が示されるなどの動きもあっておりまし

て、目標設定は先行き不透明となっておりま

す。 

 それから、本県の削減目標についてでござ

います。 

 ３月県議会で議決いただき策定いたしまし

た第４次熊本県環境基本計画の中におきまし

ては、国の削減目標等の決定を受けて設定す

るというふうにしておりまして、今後国の動

向等を踏まえながら検討してまいります。 

 (3)でございますけれども、平成21年３

月、当環境対策特別委員会から、一番下の四

角囲みに示しております４項目を重点的に取

り組むことなどを内容といたします地球温暖

化対策に関する提言が取りまとめられており

ます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する提言への対応について説明をお願いし

ます。 

 田代環境立県推進課長。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 
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 79ページをお願いいたします。 

 地球温暖化対策に関する提言への対応につ

きまして、その概要を一覧表に取りまとめた

ものでございます。 

 次の80ページ、その内容に入ります。80ペ

ージをお願いいたします。 

 (1)の事業活動における取り組みの推進に

ついてでございます。 

 提言では、事業活動に配慮した自主的かつ

計画的な取り組みの促進が重要であることな

どの提言をいただきました。 

 ２番、平成22年度の取り組み実績でござい

ますけれども、まず、地球温暖化対策に係る

計画を第４次環境基本計画に盛り込み、策定

いたしました。 

 次の(イ)でございますけれども、平成22年

４月施行の地球温暖化防止条例の円滑な運用

のため、中小企業者が効果的な対策計画をつ

くりまして、空調あるいは照明などの省エネ

改修事業を行うことに対します補助を実施い

たしておりまして、22年度は６件、３分の1

の補助率でございますけれども、総額2,000

万円余を交付いたしております。 

 (ｂ)でございますけれども、10月から、こ

れは大規模な建築物の新築や増改築等の場合

に環境配慮計画書を提出していただくという

制度をスタートしておりまして、昨年度中は

29件の計画書の提出があっております。 

 次のページ、23年度の取り組み予定でござ

いますけれども、先ほど説明しましたとお

り、本県の温暖化対策の削減目標数値につい

て検討してまいります。また、(イ)の(ｂ)、

中小事業者への補助金は、右の欄の方に予算

額がありますけれども、昨年5,000万を6,000

万に増額いたしまして今募集中ということで

ございます。現在のところ５社決定しており

ます。そういう状況でございます。 

 続いて、82ページをお願いいたします。 

 運輸部門でございます。公共交通機関の利

用促進についてでございます。 

 提言の中では、公共交通機関への転換を促

すためのバス路線の再編やノーマイカー通勤

の強化、パーク・アンド・ライドや乗り継ぎ

の円滑化等を図ることとされております。 

 平成22年度の取り組み実績及び平成23年度

の取り組み予定につきまして、各担当課から

御説明いたします。 

 

○小原交通政策課審議員 企画振興部交通政

策課小原でございます。説明の方は着座のま

まさせていただきます。 

 82ページでございます。 

 平成22年度取り組み実績の(1)ノーマイカ

ー通勤運動の強化等の(ア)でございますが、

公共交通機関利用促進キャンペーンでござい

ます。 

 このキャンペーンは毎年９月から10月にか

けて実施されておりまして、昨年度も街頭キ

ャンペーンや中心市街地商店街とのタイアッ

プ事業等が実施をされました。 

 (イ)の休日ファミリー割引といたしまし

て、子供連れ家族の公共交通機関の利用促進

を図り、将来の利用につなげるということを

目的といたしまして、小児運賃の無料化社会

実験を実施いたしました。(ア)のキャンペー

ンと同じ期間中の土日祝日に限りまして、大

人1人につき同伴する小学生以下の子供３人

までを無料として県内全域で実施したもので

ございます。 

 次の83ページの上の方の(ウ)でございます

が、公共交通機関全般の情報や子供向けの交

通機関の乗り方等の情報を掲載いたしました

ホームページ「くまもとよか交通Ｎｅｔ」を

８月末に開設をいたしました。 

 続きまして、84ページをお願いいたしま

す。 

 ３、平成23年度の取り組み予定でございま

すが、(1)ノーマイカー通勤運動の強化等に

つきましては、(ア)にありますとおり、公共

交通機関の利用促進を目的としたホームペー
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ジの運営による情報発信や、昨年と同様に休

日ファミリー割引を計画しております。 

 以上です。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 済みません、戻っていただきまして、83ペ

ージの上の方の(エ)と書いてあるところでご

ざいます。 

 エコ通勤等事業者支援事業の実施でござい

ます。 

 条例に規定いたしますエコ通勤を促進する

ため、平成22年度は２件の従業員用の駐輪場

の整備事業に総額160万円の補助金を交付し

ております。 

 次の(オ)は、免許センターでエコドライブ

をお願いしているものでございます。23年度

につきましても、引き続きエコ通勤補助ある

いは啓発事業を実施していきます。 

 以上でございます。 

 

○小原交通政策課審議員 再び交通政策課で

ございます。 

 83ページ、(２)バス路線再編の協議の支援

についてでございます。 

 (ア)でございますが、熊本市におけるバス

交通のあり方検討協議会におきまして、市の

バス事業の運行に関する意見書の提出や、熊

本市が平成24年４月に運行開始を予定してお

ります区バスの基本方針やモデル路線の検討

を開始いたしました。 

 また、(イ)にありますとおり、熊本市以外

におきましても、県内各地域の公共交通会議

の法定協議会等に委員として参画をいたしま

して、各地域の取り組みを支援いたしまし

た。 

 今年度につきましても、昨年度に引き続き

熊本市を初め県内各地域の協議会に積極的に

参画し、地域の取り組みを支援してまいりま

す。 

 当課からは以上でございます。 

 

○益田都市計画課審議員 都市計画課の益田

でございます。着席して説明させていただき

ます。 

 83ページをお願いいたします。 

 83ページの下の方、(3)乗り継ぎの円滑化

でございます。 

 まず、22年度の取り組み実績でございます

が、昨年度は利用促進に向けた新たな取り組

みとしまして、(イ)エコ通勤環境配慮に取り

組んでいます特定規模事業者４社を訪問し、

周知、広報及び利用促進を働きかけるととも

に、(ウ)駐車場事業者に対して、利用者から

要望のあった駐車場のさらなる改善について

働きかけを行っております。 

 次のページ、84ページをお願いいたしま

す。 

 下の方の(3)乗り継ぎの円滑化でございま

す。 

 平成23年度の取り組み予定でございます

が、(ア)さらなる利用促進を図るため、昨年

度に引き続き、周知、広報、特定規模事業者

及び交通事業者等への働きかけを行ってまい

ります。 

 また、（イ)ＪＲ宇土駅のパーク・アンド・

ライドにつきましては、今年度中の運用開始

に向け引き続き支援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 恐縮ですけれども、83ページにもう一度お

戻りいただきたいと思います。 

 下の方の(3)の乗り継ぎの円滑化の最下段

について御説明させていただきます。 

 22年度の取り組みの中で実績でございます

が、水俣市役所と道の駅阿蘇にソーラーつき

の電動バイク等の充電設備を設置いたしまし

た。 
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 内容につきましては、その下にございます

(a)(b)の内容の設備を整備したところでござ

います。 

 次に、84ページをお願いしたいと思いま

す。 

 23年度の取り組みの中でございますが、

(1)のノーマイカー通勤運動の強化の中の

(エ)の電気自動車等の普及促進でございま

す。 

 昨年８月に包括協定を締結いたしました本

田技研工業等と連携して、電気自動車等を活

用した各種の実証実験に取り組みますととも

に、計画的な充電装置の整備に取り組みまし

て、電気自動車の普及に努めてまいることと

いたしております。 

 以上でございます。 

 

○田代環境立県推進課長 続きまして、環境

立県推進課でございます。 

 85ページをお願いいたします。 

 家庭におきます取り組みの強化についてで

ございます。 

 提言では、家庭からの排出が増加しており

ますことから、身近な省エネ行動の実践や省

エネ家電製品の購入を促進するため、民間活

力による新たな仕組みの構築を働きかけてい

くこととされております。 

 ２番、平成22年度の取り組み実績でござい

ますけれども、(ア)くまもと環境フェアを10

月に熊本市動植物園、11月にはグランメッセ

で開催いたしまして、合わせて1万2,000人の

方の参加がございました。 

 (イ)のライトダウンキャンペーンは、一斉

消灯による省エネ実践とともに、日ごろいか

に電気を使っているか実感することもねらっ

ているものでございます｡ 

 次のページでございます。(2)の(ア)でご

ざいます。 

 くまもとＥｃｏプロジェクト推進事業とい

たしまして、モデルとなります活動といたし

まして、①から④まで４つ書いております。

４つの団体に助成金を交付しております。 

 次に、23年度の取り組みといたしまして

は、(1)の(ア)でございますけれども、本年

度は特に節電の普及を強化することとし、ラ

イトダウンキャンペーンの回数の拡大、ある

いは具体的取り組みの紹介とともに、(ウ)新

規事業といたしまして、地域エコポイントの

実証実験を検討しております。 

 それから、私、先ほど中小企業者の省エネ

改修に対する補助金の22年度の交付総額を2,

000万と説明しましたが、資料のとおり4,000

万でございました。失礼いたしました。 

 以上でございます。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課の河合でご

ざいます。着座にて説明させていただきま

す。 

 資料の87ページをお願いいたします。 

 森林吸収源対策の推進でございます。 

 １の①提言の概要でございますが、森林整

備の実施に当たり、森林所有者の負担軽減に

努めること、企業、法人等においては、社会

貢献活動や環境問題への取り組みに対する意

識が高まっており、二酸化炭素吸収量の証明

制度等を活用し、企業の森づくりを促進すべ

きこととの提言をいただいたところでござい

ます。 

 ２の平成22年度の取り組み実績でございま

すが、(1)の森林所有者の負担軽減につきま

しては、定額方式で助成を行います低コスト

森林施業促進事業による作業路の約３万メー

トルの開設、間伐等森林整備促進対策事業に

よる間伐の1,780ヘクタール、約６万6,000メ

ートルの作業道の整備等を実施し、順次完了

している状況でございます。なお、２月補正

におきまして、経済対策として追加事業の実

施を行っております。 

 次の88ページをお願いいたします。 

 (2)の企業等との森づくりの促進といたし
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まして、企業や森林所有者等に対して、企

業、法人等との森づくり指針の説明会を３回

開催いたしますとともに、熊本県森林吸収量

認証制度につきましても説明を行いました。

また、県有林オフセットクレジット取得事業

につきましては、県で実施する調査などは終

了し、早期の認証を目指しているところでご

ざいます。 

 平成23年度の取り組み予定でございます

が、平成22年度と同様の取り組みを行い、森

林所有者の負担軽減、企業の森づくりの促進

に努めてまいります。また、県有林のオフセ

ットクレジットの販売を行うこととしており

ます。 

 森林整備課関係は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する平成23年度事業についてお願いしま

す。 

 田代環境立県推進課長。 

 

○田代環境立県推進課長 89ページをお願い

いたします。 

 本県が地球温暖化対策として当初予算に計

上しております平成23年度事業について、提

言項目以外のものも含めて整理しました。次

の90ページの表の下に書いておりますけれど

も、事業総数52事業、事業費総額は約88億円

となっております。前年度当初予算と比較し

まして、新規事業もある反面、交通円滑化と

しての道路事業の減などもありまして、若干

減少しております。内訳は、91ページから資

料最後の103ページにかけて記載をしており

ますけれども、説明につきましては省略させ

ていただきます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。これより質疑を行いたいと

思います。 

 まず、産業廃棄物処理施設の公共関与推進

に関する件について質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 お疲れさまでございます。

いろいろと説明をいただきました。 

 産業廃棄物処理施設の公共関与ということ

で、これまで執行部でも相当いろいろ御努力

をされてきたというふうに思います。そうい

った中で、３月ですかね、地元の南関の町長

さん、上田町長さんが受け入れを表明された

ということで、今の御説明によると、今から

環境アセスの手続を着々とやっていって、年

度内にはある程度のところまでもっていきた

いと、手続を終了させたいというような話で

す。 

 そこで、ちょっとお尋ねなんですけれど

も、そのクローズド無放流型というのが出て

きてからまだ議論としてはそうたってないと

いうふうに思うんですが、過去の議事録とか

もいろいろ見せてもらいますと、まあそれな

りにメリットというんですかね、が随分幾つ

か挙げられて、たしか６点ぐらいに分けて過

去はメリットというのが出てきたというふう

に思うんですけれども、これは、実際にはこ

の産業廃棄物の施設としてのクローズド無放

流型というのの設置というのは、熊本県がこ

れは――高知県が今やっているというふうに

思いますけれども、その次が熊本県というこ

とで、実際にそのほかの自治体の計画、この

クローズド無放流型の、この辺はどういうふ

うになっているのかというのをまず聞かせて

いただきたいのが１点。 

 それから、メリットの話もありましたけれ

ども、デメリットというのは、まあまだそん

なにたくさん稼働していない中でわからない

というふうに思いますが、事前の評価とし

て、どういうデメリットがあるのではないか

ということを想定しておられるのかどうなの

かということをちょっとまずお聞かせいただ
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きたい。 

 

○中島公共関与推進課長 公共関与推進課で

ございます。お答え申し上げます。 

 全国の状況でございますが、委員御質問の

とおり、これまで全国に存在しますのは一般

廃棄物のクローズド型でございます。これは

40数個あったと思いますが、いずれも一般廃

棄物の処分場でございますので、比較的規模

が小さい、数万立米単位の処分場でございま

す。公共関与、産廃では――産廃ではといい

ますか、産廃ではございませんでした。産廃

の処分場としては、今計画中の本県が順当に

いけば、トップが高知県でございます。高知

県は、もう既に屋根がかかっておりますの

で、やがて供用開始になる予定でございま

す。これが30万立米程度だったと思います。

それから、二番手が隣県の鹿児島県で、これ

は入札が終わっておりまして、これから着工

になると思いますが、これが80万超の大きさ

で、本県が３つ目と、３番目ということにな

ります。失礼しました。高知県は、済みませ

ん、訂正します、12万立米でございます。 

 それから、デメリットということでござい

ますが、今私たちは、このデメリットはない

というふうに考えております。あえて申し上

げるならば、お金が少しかかること、これが

唯一のデメリットかなと。あとは、安全性を

究極まで高めておりますので、私は、もうメ

リットの方がはるかに凌駕しているものとい

うふうに確信をいたしております。 

 

○大西一史委員 安全性については、それは

多分今までの方式よりも新しい方式だから相

当いろいろ研究をされて確認がされていると

いうふうに思いますが、全くデメリットがゼ

ロというふうに言い切れるのかどうなのかと

思いますね。原子力発電所すらああいう状態

である中で、そうなかなか断言されるという

のは、非常に何か相当な根拠がおありなのか

なというふうに感じるんですけれども、まあ

そこまでは突っ込みませんけれども、ただ、

やっぱり想定されるようなデメリットという

のが後から後から出てくるようじゃ困るんで

すよね。だから、これはやっぱり今安全です

よということでつくってくださいということ

でお願いしているベース、だから、不安材料

というのはできるだけ払拭をするということ

でずっとこれまで県としても説明をしてき

て、わざわざクローズド無放流型ということ

で方式まで変えて、しかも、コストが10億以

上もかさむという中で説明をしてきたという

ことですね、地元に。ただ、地元の中で不安

視をする声というのはまだまだやっぱり根強

くあるということ、それを考えれば、ただ単

に今そこで課長が言い切ってしまわれたよう

に、デメリットがないというようなことを言

うのであれば、本当にそれが住民の皆さんの

安心につながるというのかというのは私は疑

問だと思うのですが、その点はどう考えてお

られますか。 

 

○中島公共関与推進課長 最近も住民説明会

等に回っておりまして、今先生がおっしゃい

ましたように、この今回の大震災を契機に原

発の安全神話が崩壊したというようなことか

ら、想定外のことを想定しなさいというよう

ななかなか難しい御注文もございますけれど

も、確かに今回の震災はちょっと人知を超え

るような災害ではありましたが、この震災を

私どもも教訓にして、徹底してこの後安全対

策を講じてまいりたいと思っております。特

に、震度の問題でありますとか、電源復旧の

問題でありますとか、今回の震災を教訓に、

さらに安全対策に努めてまいりたいと、研究

をしてまいりたいと思っております。 

 

○大西一史委員 それはもう当然徹底をして

いかれるというふうに思いますけれども、や

っぱり何でもかんでも安全だというふうに先

 - 18 -



第２回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成23年６月27日) 

に決めつけてしまわないで、まだこれは新し

い技術ですから、今後何が起こるかわからな

いわけですよね。相当、これは私もいろいろ

調べてみましたけれども、福岡大学の先生で

あるとか、いろんな研究者の方も論文を発表

されてこれを出されていますし、この計画自

体は1990年ぐらいからずっとこれはできてい

て、熊本県でも恐らくそういった情報という

のは早目に勉強していたんだろうというふう

に思います。 

 ただ、コストとか、それから技術として確

立してないんじゃないかとか、そういうこと

でいろいろと導入には慎重になってたという

のが事実なんだろうというふうに思います

が、ここに来て一般廃棄物の処理に関しては

幾つか実績が出てきたと。それから、産廃に

ついても導入する自治体が出てきたというこ

とで、これを踏み切っていくというふうな格

好に去年なったんだろうというふうに思いま

す。 

 そうであれば、せめて今あるいろんなクロ

ーズド型の処分場のデータであるとか、そう

いったものをしっかり分析しながら、その結

果をきちっと地元の住民の皆さんに私は説明

をしていくべきだろうというふうに思いま

す。そうすることで、やっぱりよりその安心

感ですかね、そういったものが私は高まると

いうふうに思います。一慨に比較はできませ

んよ、もちろんね。一廃と産廃では全くそれ

は比較できないと思うけれども、こういうこ

とが想定されるけれども、それについてはこ

ういう対応をとりたいというようなことをや

っていっていただきたいということを、これ

はお願いをしておきます。 

 それと、もう一つ関連で、委員長よろしい

でしょうか。 

 実際の計画では、大体45万立米規模という

ことでしょうけれども、大体これでいくと建

設費が10億ぐらい、大体62億が72億ぐらいに

プラスをするということで、一応ざっくりと

は言わないけれども、計算をして試算をされ

ているわけですけれども、維持管理費につい

ては、ある程度抑えることができるというよ

うな御説明で、トータルコストとしては初期

投資の額の10億をかなり圧縮できるというよ

うな答弁を過去にされていますけれども、ど

のくらい圧縮できるものなんですかね、大体

想定として。 

 

○中島公共関与推進課長 あくまでも現時点

ですので、ざっくりということで御理解をい

ただきたいと思いますけれども、クローズド

にしたことによりまして水処理プラントが非

常に小さくコンパクトにできます、能力も。

オープン型の場合は、大雨を想定して、それ

を処理できるような能力を持たせぬといけま

せんけれども、屋根をかけましたことによっ

て計画的な散水ができますので、水処理のプ

ラント、要するに水処理のランニングコスト

が非常に安く上がっていくというようなこと

で、ざっくりですけれども、年間5,000万程

度の差額が出ると、安くはなるというふうに

今試算をしております。年間5,000万。そう

しますと、20年で10億取り返すかなというよ

うなことで、20年間運転させますと、屋根で

高くつきますけれども、大体収支とんとんぐ

らいになるのではないかと、あくまでつかみ

でございます、という計算を、試算を持って

おります。 

 

○大西一史委員 つかみということで、大体

年間5,000万ぐらいが安くなると、オープン

型よりも、従来方式よりも維持コストは安く

なるということだというふうに思います。た

だ、これも私は、これはまだ確定して徹底的

に調べたわけではないんですけれども、よそ

のクローズド型の処分場では、何か想定外の

いろんな費用がかかっているというような報

告もあっているようですから、その辺は、も

う少し――これは県の財政に相当影響を与え
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る話ですよね。ですから、この部分について

は、もう少し緻密にちょっと研究をしていた

だいて、試算等々も――変わるのは、これは

仕方がないと思っていますけれども、やはり

その辺に対する説明を、ぜひ今後はお願いを

したいと思います。 

 １点だけ。 

 結局、維持コストって年間幾らぐらい、こ

の45万立米でやると幾らかかるということで

すかね。5,000万減るのはわかりますけれど

も、トータルとして。 

 

○中島公共関与推進課長 ざっくりというこ

と……（大西一史委員「ざっくりばっかり」

と呼ぶ）オープンの場合が２億、クローズド

で１億5,000万というふうに大体御理解をい

ただきたいと思います。 

 

○大西一史委員 わかりました。こういった

コストも、やっぱりできるだけ圧縮するよう

な努力を――今後いろいろ技術開発の面もあ

りますから、検討していただきたいというこ

とでお願いしておきます、とりあえず。 

 

○鬼海洋一委員 関連。今非常に重要な問題

だったと思うんですね。つまり初期投資の部

分が10億程度上昇するけれども、ランニング

コストで年間5,000万、20年で取り戻すとい

うことでしたが、これは非常に重要なこと

は、利用料にどういうぐあいに転換していく

のかということが非常に問題だと思うんです

ね。現状の業界の皆さん方を初めとするこの

廃棄の単価ですよね。こういうものに影響し

ていくということになれば、せっかくつくっ

たけれども利用というものがなかなかうまく

いかないということになると、当初の計画そ

のものが破綻するという状況になってまいり

ますので、今お話があった、そういう初期投

資のアップ分と、それが完成した後の利用料

がどういうぐあいに関係していくのか。これ

はまだ完全に算定されていないかもしれませ

んけれども、現状考えられていることについ

て少し紹介をいただきたいと思います。 

 

○中島公共関与推進課長 先生が今おっしゃ

いましたのは、非常に大事なことだろうと思

いますので、今精緻に詰めておるところでご

ざいます。もちろんコストアップ分を利用料

金にはね返らせるというわけにもまいりませ

んので、余り著しく高くなりますと、もちろ

ん廃棄物が入ってこないというような状況に

なりますので、そこは利用料金は民間料金あ

たりも参考にしながら設定をしてまいりたい

と思っておりますが、初期投資は高目につき

ますけれども、結局生涯コストという意味で

は一緒でございますので、そんなに初期投資

分がどんと利用料金にはね返るというような

ことはないと思います。生涯コストを計算し

て利用料金あたりを設定してまいりますの

で、そう著しくアップになるというようなこ

とはないと思っております。 

 

○鬼海洋一委員 非常に難しいと思いますけ

れども、非常にこの点が重要なことだという

ふうに思いますので、さらに詰めていただく

ようにお願いしておきたいと思います。 

 

○城下広作委員 想定外を考えれば、頑丈に

つくるしかないと、当然そうすればコストが

かさむというのは、これは構造的には自然な

ことだというふうに思います。そこの部分を

どこまで想定するかということでしか、結果

的にはある意味で安全性というのは考えられ

ないというふうに……。 

 また、もう一つ、特に今回の公共関与のま

さにこういうものは、そう簡単にできるもの

ではない。ましてや地元の住民もなかなか理

解が得られなかったと。そういう意味では、

環境の、ある意味では構造物といいますか、

建物として、ある意味では環境にまさに配慮
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したというシンボル的な要素も持っておかな

いと県民の理解はなかなか難しいんじゃない

かということで、例えばここは大きなこうい

う屋根がありますですね。例えば、ここに太

陽光パネルとかそういうことを考えながら、

電気はいわゆる全く自然エネルギーで供給し

ていくということで、それが売電につながる

ような量であれば売電も考えると。また、Ｌ

ＥＤなんかも、ここにしっかりとＬＥＤを全

部ある意味ではつけていくと。コストはかか

るけれども、その投資は、ある意味では自然

エネルギーと共存という形で、県の環境施設

の象徴的な位置づけということもねらうとい

うことは大事なことじゃないかと思うんです

けれども、この辺はどうですか。考えてある

かという……。 

 

○中島公共関与推進課長 貴重な御意見、あ

りがとうございます。 

 実は、環境生活部内で、もう既に、せっか

くのこの施設でございますので、地域にとっ

ても魅力ある施設となるよう、それから、環

境拠点としての施設となるように、施設のあ

り方を今検討しておるところでございます。 

 その検討の中で、この太陽光発電につきま

しても、今先生がおっしゃったように大きな

屋根がかかりますので、極端なことを言いま

すと、その屋根に全面張りつけてしまったら

どうかと、そしてその電力を使用したらどう

かというような意見も入っておりますので、

今後検討してまいりたいと思います。 

 あえて申し上げるならば、ネックは、Ｂバ

イＣ、費用対効果が見合うかというようなと

ころがございますけれども、これも熊本県と

して大きな環境政策というような観点から、

仮にプラスマイナス合わないでもやるんだと

いうような方向性が出てくれば、大変うちの

施設としてもありがたいなと思っております

が、今検討を始めたところでございます。 

 

○城下広作委員 施設でどのくらいの電力を

使うか、それに対して太陽光パネルがどのく

らい設置できるか、それのＢバイＣを考えれ

ばいいわけで、そこまでは考えては今いない

ですか。面積とか、施設でどのくらい電力を

使うだろうとか、そこまではまだ想定はして

ないんですか。 

 

○中島公共関与推進課長 施設で具体的にど

のくらいの電力量が要るかということは、ま

だ想定はしておりませんが、屋根に全面かけ

れば費用は数十億かかるというような、これ

もざっくりとしたつかみの計算はできており

ますけれども、それぐらいでございます。 

 

○城下広作委員 いずれにしても、そういう

細かいこともよく検討して、数字的にも出し

ながら、その中で一番いい、ある意味では効

率性の高い、そして環境にも配慮する、シン

ボル的なこともかち取っていく、そういうよ

うな考え方をしっかり持っていただきたいと

いうふうに要望しておきます。 

 

○内野幸喜委員 ちょっと今のを先に話しま

すけれども、南関町には富士電機システムズ

もあるので、そういったことも検討していた

だければなと思います。 

 それから、先ほどから想定外という話が出

ていましたけれども、確かにどんな施設でも

100％安全というのは私はないと思います。

これはもうしようがないと思います。ただ、

その中で、知事がおっしゃるように安全性を

極限まで追求するということが大事だと思い

ます。 

 そこで、あそこの場所を見ると、これも想

定外で起こり得るかもしれませんが、津波は

考えにくいと。ただ、地震は起こり得るかも

しれないと。そうしたときに、前回の３月11

日の東日本の巨大地震で、津波ではなくて地

震で処分場とかにいろんな被害等が出たとい
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うのがあるかというのを、まず教えていただ

きたいと思います。 

 

○中島公共関与推進課長 震災直後に東北各

県の公共関与の処分場施設に電話問い合わせ

をいたしました。その結果、多少進入道路と

か壁に小さなクラックは入っておりましたけ

れども、それから停電で一時ちょっと休止し

たということはありますけれども、その後し

ばらくしたら――処分場自体に被害は出てお

りませんでした。その後も順調に稼働いたし

ております。 

 ただ、あくまでも電話聞き取りでございま

したので、もう一落ちつき相手さんの処分場

がしましたならば、私どもも、実際に人を派

遣して、もう少し詳しく調査をし、被災直

後、震災直後はどうだったのか、何か支障が

あったのかどうか、その辺は少し研究をして

まいりたいと思っておりますが、電話聞き取

りでは処分場自体に影響はあっておりません

し、今はもう順調に稼働をいたしておるとい

うようなことでございます。 

 

○内野幸喜委員 じゃあ、地震での被害とい

うのはなかったと認識していいということだ

と思います。 

 それから、これはまた部長にちょっとお聞

きしたいんですが、部長は４月から環境生活

部長になられて、初めていろんな説明会等に

参加されたのだと思います。きのうも和水町

の方で説明会に恐らく参加されていると思い

ますが、実際どのような印象を受けたか。ま

た、さっきの説明では、どういう意見が出た

というのはなかなか詳しく説明がなかったの

で、そうした中でいろんな意見が出たと思い

ますので、その意見に対して今後どういうふ

うに取り組んでいくかということも含めて、

部長の所見というか、感じたことというのを

ちょっとお聞かせいただければと思います。 

 

○谷﨑環境生活部長 ４月から３カ月ほど公

共関与推進課とともに現地の方に入ってまい

りました。その感想を述べさせていただきま

すと、非常に地元の方としては、特に建設を

する近傍の地区におきましては、やっぱり孫

子の代までこの施設が本当に安全なのかどう

かということに対して御懸念を持っておられ

るということを感じました。 

 私どもとしては、遮水工という、実際の処

分場の処理を行うに当たっての水処理の関係

についていろいろと御説明といたしておりま

す。いろんな安全構造をもって、二重三重あ

るいは四重五重ということで安全構造を説明

しておりますけれども、まだまだ御理解をい

ただいている状況ではございません。 

 そういう中で、３月11日に東日本大震災が

起こりまして、ますます処分場に対する不安

感というのが増されております。ここで地震

が起こったらどうなるんだろう、それから、

現在雨が降っておりますけれども、大雨のと

きの対策はどうなんだろうということが非常

に心配の状況になっております。 

 そういったことについても、先ほど大西委

員からもお話がありましたけれども、先催県

における処分場の例、そういったものも御説

明しますし、また、トラブルが起こっている

処分場もありますので、そういったものも我

々としても披瀝しながら、そういった対応に

ついてやっておりますということも含めてお

話をいたしております。 

 それから、遮水工につきましても、より安

全性の高いものを求めていくということもお

話をしております。ただ、なかなか、机上で

あるんだろうということで、実際の地震に当

たってはどうなんだろうかという不安はまだ

まだぬぐえないようでございますので、私ど

もとしては、先ほど大西委員からもお話があ

りましたような内容、他県の事例あたりをよ

り多く情報収集します。 

 それと、東日本の地域における処分場の状
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況、これも、実際職員を、今課長がお話しし

ましたように直接派遣しまして、詳細な状況

把握をした上で、安心していただけるよう

な、あるいは、そこで何かトラブルがあった

ときにその対応はどうだったかということを

きちんとお示ししがら、より安全性の高いも

のを求めていくということの姿勢を示してい

きたいと思っております。 

 

○内野幸喜委員 執行部の方は、１週間に２

度ほど、３月ぐらいから、２月だったですか

ね、常駐して、本当に地元の方に誠心誠意説

明をするという姿勢で臨まれているというこ

とは私も実感しております。まだいろんな意

見があります、たしかに。今後とも、引き続

き地元の理解が何よりも一番大事だというこ

とで、そういうことを理解しながら、意識し

ながら今後も取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 できれば、公共関与推進

に関しては最後の質問にしたいと思います

が、何かほかにありませんか。 

 

○田代国広委員 １～２点お尋ねします。 

 １つは、このクローズド型にしたことによ

って10億円ですか、建設費が。10億円と考え

ていいですか。その10億円が、果たして間違

いなくそれで今の状況の中では確実にできる

かということを一つお尋ねしたい。 

 というのは、なかなか、過去全国的にも、

いろいろと当初の計画よりも実際は高くでき

たというのがいろんな形であるじゃないです

か。ダムなんか特にひどいんですけれども、

果たしてこれが今おっしゃっているような形

で、想定外のことが起きたら別ですけれど

も、現状の中では間違いなく10億でできるか

どうかが１つ。 

 なぜかというと、先ほどから出ております

ように、やはりコストが上がれば当然料金に

はね返ってくるじゃないですか。公共関与に

限らず、産廃場というのは、非常に地方自治

体にとって大事な施設なんですね。こういっ

た施設がないと、企業あたりの誘致あたりに

も影響しますから、ぜひ必要な政策であり施

設であることは間違いありません。 

 しかし、恐らくこの業界は、現段階では、

将来にわたってもと思いますが、需要と供給

を考えた場合、恐らく需要の方が多いと思う

んですよね。こういった施設というのはなか

なかできませんから。 

 そういったことを考えると、ある程度は非

常に楽観されるかもしれませんけれども、や

はりお客さんにとっては安い方がいいわけで

すよ。安全で、安心で、なおかつ安いと、そ

ういった施設をつくることによって、より利

用する方が有利ですから、ならば企業誘致あ

たりも来やすいということも考えられるわけ

でございますので、そういったコストを含め

て、できる限り安く抑えていくことが大事で

すから、その10億円というのは間違いなく確

実に約束できますかどうかを確認しておきた

いと思います。 

 

○中島公共関与推進課長 この場で10億円を

約束しろと言われてもなかなか厳しいのです

けれども、今先生がおっしゃったように、本

当にどれくらいになるのか、今徹底して最後

の詰めをやっておる段階でございます。 

 ちょっと訂正申し上げたいのは、屋根をか

けるから単純に10億増ということではありま

せん。クローズドにすることによって、約20

億程度の増になります。ただ、水処理のプラ

ント、水処理工場が逆に小さくなりますの

で、そこで差し引きマイナス10億小さくなり

ます。トータルで初期投資は10億高く――今

つかみの段階ですけれども、発表のときに

は。10億程度高くなりますが、先ほど申し上

げましたように、今からランニングしていく
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中で、この10億は解消してまいります、運転

を始めますと。 

 

○田代国広委員 10億の場合でしょう。その

10億円が約束できますかと言っているんで

す。 

 

○中島公共関与推進課長 先生の御質問は、

プラス10億が10億になったり20億になったり

はね上がっていきはせぬかという御質問だと

思いますが、それがないように今最後の精緻

な詰めをやっておりますので、今しばらくそ

れはお待ちいただきたいと思います。そうい

うことがないようにしてまいりたいと思いま

す。設計までにはびしっとした金額を詰めて

いきたいと思っております。 

 それから、料金については、先生がおっし

ゃいますように、高くなり過ぎないように、

今利用しやすい、それは他県の料金でありま

すとか、それから県内の民間さんの料金であ

りますとかを研究しながら、見合う程度の金

額にしてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

○森浩二副委員長 済みません、追加で。８

ページに今後の取り組みというのがあるんで

すが、年度内の環境保全協定の締結を目指す

とあって、その前段として基本協定の締結を

検討するということですけれども、この地域

振興策の取り組みとかそういう地域振興策の

費用というのは、どれくらいを見込んでいる

んですか。 

 要するに、やはり地元としてはいっぱい言

われると思うんですよ。もう限度がないと思

うんですけれども、どの辺で線引きするの

か。ことし、年度内にそういうのを結ぶとし

たら、もうその辺は決めていると思うんです

けれども……。 

 

○中島公共関与推進課長 済みません、もう

正直に申し上げますと、具体的な数字を今持

ち合わせているわけではございません。今か

ら地元の方からいろいろ要望が上がってまい

ると思いますので、その御意見をお聞きしな

がら、今後、県として、どの程度までやれる

のかやれないのかは検討してまいりたいと思

いますので、今何億とかという数字を、済み

ません、持っているわけではございません。 

 

○森浩二副委員長 もう一ついいですか。 

 南関町にできるんですけれども、和水の方

も反対があってますよね。あっちの方、和水

の方も地域振興策というのは考えてはいるん

ですか。 

 

○中島公共関与推進課長 当然検討していか

なくてはならないというふうに思っておりま

す。 

 

○吉永和世委員長 それでは次に、有明海・

八代海の環境の保全、改善及び水産資源の回

復等による漁業の振興に関する件について質

疑を行いたいと思いますが、質疑はありませ

んか。 

 

○井手順雄委員 64ページ、諫早湾のいろん

なアセスの概要というのが出ました。その中

で、先ほどの説明にもありましたけれども、

熊本県は影響がないと、開門した場合、そう

いった状況であると。これに関して熊本県は

どう思っているのかをお聞きしたいんです

が、環境の面から環境立県の方にお願いいた

します。 

 

○田代環境立県推進課長 今環境影響評価の

準備書の素案が出ているということで、私も

中を詳細に見ているわけではございません

が、熊本県側の方には影響がないんじゃない

かといったようなことが書いてあるようなこ
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とを聞いております。内容について今から見

たいと思いますけれども、いずれにしろ海域

環境あるいは水産業等に影響がないような形

で、もし影響がそこからうかがえるようであ

れば、それが極力ないような形で意見を出し

ていくということに尽きるんだろうというふ

うに思っております。 

 

○井手順雄委員 このことに関しては、熊本

県は長期開門をお願いしたいというようなこ

とを常々言っておられまして、今回こういう

結果が出たということであれば、今の答弁は

おかしいんじゃないですかね。どうして開門

をしなくちゃいけないかという根拠があっ

て、そういった方向に話を持っていかれてい

ると私は思っておりました。この調査報告を

見て検討していくというのはおかしいんじゃ

ないですか。熊本県独自の案というのはない

んですか。佐賀県もしかり、長崎県もしか

り、面々に意見があります。そういう中で、

熊本県は開門しましょうと言っとる中で、何

の意見もないんですね。このあたりはどうお

考えですか。環境にお聞きします。 

 

○田代環境立県推進課長 本県といたしまし

ては、環境悪化の変化の原因究明のために、

干拓事業の潮受け堤防排水門の開門調査は重

要であるというふうに県の方として主張して

きております。 

 そういう中で、漁業者の中で開門による悪

影響を心配する声もあるということで、その

開門の調査の実施に当たっては、環境影響評

価に基づいて海域環境への影響等を与えない

よう十分な対策を講じるのを求めてきたとい

うふうに認識をしておりますので、そういう

ふうなことがちゃんと対応できるのかという

ことを、今回示されております準備書の素

案、この中身を見ていきたいというふうに申

しております。 

 

○井手順雄委員 そういうことであれば、そ

ういう素案が出た時点で、熊本県は、ここを

開門してくださいという中で、こういった状

況になった場合は熊本県にも影響があります

よとか、こういうことをやはり出た時点で表

明するべきですよ。熊本県は何も言ってない

ですね。この評価が出た後に対しての対応、

全くありません。 

 それで、漁業者関係の皆さん方からの意見

の中で、いろんな話し合いがありまして、国

に対して、この影響結果が出る前に、もし開

門した場合、その中に入っている水が流れて

きて、もし二枚貝とかノリとか等々に被害が

あった場合には、その補償をしてくれと、そ

れに対しての何らかの対策を講じてくれとい

うことを、再三にわたってこの評価前に出し

たんですね、国に対して。これは県の方も知

っておられると思います。そういったところ

を一生懸命我々は言っているのに、熊本県は

全く関係ないと。これはおかしいなという話

ですよ。 

 諫早湾から荒尾まで30分で来ますよ。開門

したら、あの水が、潮の大きいときは。時計

回りにずっと荒尾から熊本市内を抜けて、網

田に回って、今度は不知火海の方に行きます

よ。そうした場合、必ずや何らかの影響は出

てくると私は思います。こういうことがある

からこそ、そういった漁業関係者から意見書

というか要望書を出しています。 

 ですから、県としては、そういった漁業者

の懸念があるからと書いてあるけれども、実

際どういったことなのと、具体的なやつを県

も早く打ち出して、国に対して何か言わぬこ

とには、熊本県は何もなかごつなるですよ。 

 もし、ノリがとれなくなった、タイラギが

死んだ、ハマグリ、アサリがおらぬごとなっ

たとなったときの漁業補償はどうするんです

か。そういうときは、やはり国に対して申し

上げとかぬと、県としての立場というのがな

いんじゃないですか。県が全部見るんです
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か、そういったもしもの不測の事態があった

ら。どう思いますか、環境。 

 

○田代環境立県推進課長 開門調査のやり方

の中で、今回準備書素案の中で幾つかのやり

方があがっております。見ますと、潮流にど

ういうふうな流れが――潮流の速度でありま

すとか、いろんなシミュレーションがあって

おります。それの中身によって、また影響の

度合いというのもあると思います。熊本県へ

の影響がないというふうに伝えられてはいま

すけれども、本当にそうなのか、そこら辺は

しっかり精査をして、必要な対応につきまし

ては、関係部署の方と検討していきたいとい

うふうに思っております。 

 

○井手順雄委員 何回言ってもしようがない

けれども、やはりこういう結果が出たら、熊

本県はこうしていきましょうと、こういった

方針でいこうとか、そういった調査とか研究

はしとかないかぬわけですよ、もう既に。今

からしていこうなんて悠長な考えをしよった

ら、もう全くだめですよ。長崎県の主張はご

もっとも、佐賀県の主張はごもっとも、熊本

県は何も言わぬと､こういう状況ですよ､今。

やっぱりそれじゃいかぬと思います。同じ隣

接した有明海という共有の海を使っているわ

けですから、そういう中で熊本県の水産業と

いうのを考えるならば、やっぱりそこら辺は

何らかの提言、提案、いわゆるこういう結果

であれば熊本県はこういうスタンスで行きま

すよと、明確なスタンスを持っていくべきか

なというふうに思いますので、今後早急にそ

こら辺は対応ください。水産も一緒です。あ

わせて協力し合って。要望でよかです。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 去年、大赤潮が、八代海だ

けで鹿児島も含めると50億を超える赤潮が出

たんですが、ことしもそういう時期になっ

て、私も心配しながら、きのう三角の瀬戸を

渡るときに、あら海の色がちょっとおかしゅ

うなってきとるなというような心配をしなが

ら来たんですが、国の方も、県も、地元市

も、それぞれこの大赤潮に対して昨年はかな

りの思い切った対応していただきました。 

 そういう中で、ことしも６月の雨量が記録

的な雨量ですので、これは心配しているんで

すけれども、主なものだけで結構ですけれど

も、赤潮対策として、どういうところまで―

―単年度でやられる分と中期的な分もあると

思うんですけれども、どういうものをやって

きているのか、そしてどういう対応が今でき

ているのか、ちょっとその辺をお聞かせくだ

さい。 

 

○鎌賀水産振興課長 国が直接漁協に定額と

いう形で補助を出しているもの、それと県で

支援したもの、県を通じて施設整備をするも

の、いろいろございますけれども、まず、県

が６億円の国の交付金を受けてするものにつ

きましては、海域に環境の負荷を与えないよ

うなえさを与える、それと赤潮に強い魚をつ

くれるようなえさをやると、そういったこと

と、もう一つは、二枚貝で赤潮を減らすこと

ができないか、これは小規模な実験ですけれ

ども、そういったものを６億円の中でやろう

としております。 

 もう一つ、国が直接漁協に対して定額補助

という形でやっておりますのが、従来のいけ

すを大型化あるいは網を深くして養殖の魚を

赤潮から逃げやすくする、あるいは密度を下

げて死ににくくするような対策をやっており

ます。 

 それと、もう一つ、避難漁場ということ

で、赤潮プランクトンが少ない海域に新たな

漁場をつくって実験をやってみようと。そこ

で避難をして生き残ることができるかどう

か、そういったこともやろうということでや

っております。ただ、この避難漁場につきま
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しては、潮流なんかは非常に厳しいというこ

とで若干おくれは出てきておりますが、ほか

の対策についてはほぼ順調に進んでいるとこ

ろでございます。 

 もう一つ、天草市が漁協に対して補助をし

ているのが、従来の例えば20メートルの深さ

の網をさらに網を足して深くして30メートル

までやろうという、足し網というような言い

方をしていますが、そういったことも天草市

が補助をしてやっているというふうな状況で

ございます。 

 

○西岡勝成委員 避難漁場たいな、これは、

ことし赤潮が仮に７月に発生した場合は、対

応はまだできない。 

 

○鎌賀水産振興課長 ６月中旬に完了する予

定だったんですが、潮流条件が厳しいもので

すから設計変更をいたしまして、７月の頭に

は準備するように今取りかかっているところ

でございます。 

 

○西岡勝成委員 ７月の頭にできるというこ

と。 

 

○鎌賀水産振興課長 に設置をする予定でご

ざいます。 

 

○西岡勝成委員 今度赤潮が起きたら、多分

八代海での青物の養殖は、もうみんな断念せ

ざるを得ぬような、経営的にもそういうせっ

ぱ詰まった状況にありますので、対応策も怠

りのないように。逃げるが勝ちなんですけれ

ども、逃げる場所をどうにかやっぱり探すと

か何かしてないと、もうことしやられたら熊

本県の要するにブリ初め青物の養殖はアウト

です、多分。そういうところまで来ています

ので、よろしく対応をお願いいたしておきま

す。 

 

○吉永和世委員長 なければ次に行きたいと

思いますが、いいですか。 

 それでは次に、地球温暖化対策に関する件

について質疑を行います。質疑はありません

か。 

 

○鬼海洋一委員 条例制定ができました。そ

して、温室効果ガスの削減に関する企業等の

報告等、それからそれに対する指導、こうい

うものが県としても可能になりました。わず

か１年しかたっておりませんけれども、この

辺の一つのルールといいますかね、その辺が

どういうぐあいに今運営されてきているのか

というのが１つです。 

 もう一つは、特にソーラーにかかわる新し

い事業の取り組みを、熊本県としても全国１

位を目指すということで今取り組まれている

わけですけれども、その温室効果ガスの削減

と相まって、今熊本県が掲げているこの事業

の進捗というのはどういうぐあいになってい

るのか、２つ御説明いただきたいと思いま

す。 

 

○田代環境立県推進課長 条例が昨年の４月

に施行されまして１年でございますけれど

も、本県の条例の特徴が、３つの計画書制度

ということで、事業者の方に温暖化対策の計

画書をつくっていただくということ、これは

ある程度重油換算で大規模なものについて義

務化されております。しかし、その義務化以

下のものでも、任意に計画書をつくって、省

エネ回収をされるところに対して補助制度を

22年度は4,000万ほど補助させていただい

て、ことしもかなり問い合わせがあっており

ますので、着実に事業者の方への温暖化対策

の取り組みというのが浸透しつつあるのかな

というふうに思っております。 

 それから、エコ通勤の計画、これもある一

定規模以上、500人以上の従業員の方がおら

れるところとかが義務化でございますけれど
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も、駐輪場の補助については２件しかありま

せんでしたけれども、ほかにも電気自動車へ

の充電器の設置なども補助制度ができており

ますので、そういったところがこれから出て

くるかなと思っております。 

 それから、建築物の環境配慮、これも建築

課の方と一緒にやっておりますけれども、そ

ういう計画書も既に29件ですか、出ておると

いうようなことで、制度としての周知浸透が

ちょっとずつかもしれませんけれども、でき

てきつつあるのかなと思っております。 

 それから、家庭での対策といいますか、取

り組み、これにつきましては、大震災という

こともありましたけれども、節電に対して意

識、非常に関心が高くなっているかなと思っ

ております。県庁に緑のゴーヤカーテンをつ

くるとか、あるいは６月22日でございました

けれども、夏至の日に電気の一斉消灯を呼び

かけて、去年を上回る施設のところが参加し

ていただいて、今度また７月７日の七夕の日

にやりますけれども、そういったことも結構

マスコミの方が取り上げていただいたりして

おりますので、県の力だけじゃなくていろん

なところで取り組みが広まっていくのかなと

いうふうに思っております。そういう効果が

あるのかなと思っております。 

 県民総ぐるみ運動ということで、県民推進

会議というのも知事を会長にしてありますけ

れども、こういったものを通じて――また、

あと市町村に、それぞれでございますけれど

も、県下に101人の温暖化活動推進員さんと

いう方もいらっしゃいます。そういう方に、

いろいろ省エネといいますか、節電も含めた

ところの身近な工夫例、あるいは効果、それ

から啓発の資料というものもお配りさせてい

ただいておりますので、津々浦々にそういう

ものが浸透していくようにしたいというふう

に思っております。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 続きまし

て、ソーラー関係と温暖化対策との関係につ

いてということでございますけれども、昨年

度の例で行きますと、住宅用で6,000件を超

えるぐらいの住宅の補助をさせていただいて

おりまして、キロワット数で２万7,514キロ

ワット、それから事業者用の補助として44件

やっておりまして、5,776キロワットぐらい

のキロワット数になります。 

 温暖化対策全体のＣＯ２削減効果として

は、まだまだ小さい数字かもしれませんけれ

ども、確実にいろんな場面場面でソーラーの

設置というのはふえてきておりますので、引

き続き、ソーラーの日本一あるいはそれにか

かわる産業のリーディング産業化、関連産業

のリーディング産業化を目指しまして、県と

して取り組んでいきたいと考えているところ

でございます。 

 

○鬼海洋一委員 最初の質問をしました企業

との、つまり事業者との関係については、う

まくいっているというお話でした。問題は、

事業者そのものが、この報告義務に基づい

て、どれだけ具体的に各企業の中で努力して

いただけるかどうかというのが最大のかぎだ

と思いますので、その点を怠りなく続けてい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、今回の地震あるいは福島の原発

は想定外の出来事でありました。このソーラ

ーの事業については、想定していない段階か

ら熊本は取り組んできた非常に大きな課題だ

と思います。これが新しい局面を迎えまし

て、この間もそうでしたが、事業に対する補

助が足りなくなって補正を組むという状況も

出てきたわけでありますけれども、さらにそ

の辺の県民の事業に対する期待感あるいは希

望が高まってきますと、現行の予算の範囲と

いうのがさらに大きくなっていく可能性があ

るんじゃないかというふうに思いますが、そ

れはお互いに、もしそういう事態が発生する

とすれば、私たちも強力に支援をしなきゃな
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らないことだというふうに思いますので、森

永課長、その辺はいかがでしょうか、今後の

展開の問題について。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 ソーラー

につきましては、今鬼海委員からお話がござ

いましたように、ことしの２月補正でも2,70

0件を超えるぐらいの増額補正をさせていた

だきました。ただ、これはどちらかという

と、ことしの需要の前倒しをねらったもので

ございました。そういうのもありまして、今

度の当初予算では4,000件分の予算を組ませ

ていただいております。ですから、その前倒

し分の需要と今年度当初を組みまして4,000

件分で、あわせて今年度の需要が対応できれ

ばと考えているところではございます。 

 直近の情報としては、国への補助制度、こ

れにつきましてがかなり順調に進んでいると

いう状況もございます。県の予算は4,000件

分ということで確保しておりますが、これで

何とか対応していけるんじゃないかと思って

おりますけれども、今後の状況の推移を見守

っていきたいと考えているところでございま

す。 

 

○鬼海洋一委員 この件については、国への

予算増額の提言といいますか、支援に対する

提言あたりも出てきているようでありますけ

れども、私たちも含めてみんなで支援をして

いかなきゃならない課題だと思っております

ので、ぜひ、全庁を挙げてこの問題に対する

取り組みをいただくように、この際お願いし

ておきたいというふうに思います。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○大西一史委員 １個だけよろしいでしょう

か。 

 82ページに、公共交通機関の利用促進とい

うことで、ノーマイカー通勤運動の強化とい

うことが出ています。ここにも書いてありま

すとおり、公共交通機関の利便性が低い地域

では、なかなかこのノーマイカーというのは

進まないと、こういうことなんですけれど

も、実際、県庁では水曜日がノーマイカーデ

ーだったでしたっけね。やられていると思い

ますが、大体どのくらい、何％ぐらいとか何

台ぐらいが通勤されておるんですかね、県庁

全体で。自動車通勤、マイカー通勤というの

は、どのくらいか把握されていますか。 

 

○田代環境立県推進課長 済みません、数値

は今持ってきておりません。 

 

○大西一史委員 あるのはあるんですかね。 

 

○田代環境立県推進課長 県職員のマイカー

通勤率とかはわかっていると思います。済み

ません、ちょっと数字的なところははっきり

しておりませんけれども、このノーマイカー

通勤、10年ぐらい前からずっと続けておりま

すけれども、いろんな理由もあると思います

けれども、４割ぐらい、半分ぐらいに減った

というような、いわゆるマイカー通勤者が減

ったということは聞いたことはございます

が、それは、いろんな駐車場の整備の制約の

問題とか、そういったところがあってかなり

減っているということは一回聞いたことはあ

ります。数値については、ちょっとまた把握

しておきます。 

 

○大西一史委員 県庁がやっぱりそれなりに

推進をしていくということを考えれば、いろ

んな仕事の業務上、残業が多かったりとかい

ろいろあると思うので、あるいは家庭の事情

等々とか難しい場合もあるかもしれませんけ

れども、そういう場合を除いてですけれど

も、できるだけやっぱりそういう数値あたり

もきちっと出しながらやらないと、よそには

やれやれと言っといて、県庁の中では――こ
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の前、土曜日とか日曜日とかにちょっと資料

をとりに議会に行きましたけれども、もうず

らっと車がとまって、議会棟のこっちの方ま

で――休日に来られた方はわかると思います

けれども、もうびっしり、恐らくあれは職員

の方の車がほとんどじゃないかなというふう

に思いますけれども、そういうことも含めて

やっぱり意識改革をすると。 

 中には自転車とか歩きとかで通っておられ

る方もいらっしゃると思いますけれども、古

里次長あたりも自転車でたしか通っておられ

たような、今も通っておられるんですかね。

ああ、そうですか。そうですけれども、そう

いう方もいろいろいらっしゃって、別に自動

車に乗っちゃいかぬということではないんだ

けれども、やっぱりノーマイカーという運動

をする以上は、その辺の数値的なものも目標

にしていかないと、やっぱり私たちも歩いて

県庁まで来れる距離じゃあるんですよね、自

宅から。でも、やっぱりなかなか、車で来て

しまうというので反省もしております。みん

なでそういう目標を立ててやっていくという

ことをお願いしたいというふうに思います。

答弁はいいです。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○鬼海洋一委員 今の車からの乗りかえの問

題ですが、交通対策課と、それから土木あた

りで、つまり、例えばヨーロッパの各都市、

デンマークだとかノルウェーあたりもそうで

すよね、自転車道というのが整備されている

んですよね。だから、今の日本の状況を考え

れば、そういう新たな交通網の整備というこ

とについて、自転車道の整備なんていうの

は、まだその中で議論されていないんでしょ

うか。ちょっと質問をしておきたいと思いま

すが、いかがですか。 

 

○小原交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 自転車の利用ということでございますけれ

ども、これは、熊本市の方では、自転車利用

環境整備基本計画第２次が今年度めどという

ことで、計画案を策定するということで作業

をされておるというふうに聞いております。

車から公共交通機関へということも一つでご

ざいますけれども、委員が御指摘されました

ように、自転車の利用ということもあわせて

進めていくべきだというふうに思っておりま

すので、熊本市との検討状況等を見ながら、

都市圏の公共交通についての自転車利用につ

きましても、今後連携して進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 

○西田土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 自転車道については、現在熊本山鹿自転車

道ということで１つ供用化しているのがあり

ます。また、都市圏交通のマスタープランの

中で、その位置づけについてはいろいろ議論

されていますけれども、現時点ではまだなか

なか実用化の時点にはちょっと至ってないと

いうふうに聞いております。それについて

は、また今後とも引き続き研究を進めてまい

りたいというふうに思っております。 

 

○内野幸喜委員 １点よろしいですか。 

 エコくまポイントの件なんですけれども、

これは今どれぐらいの事業所の方々が賛同と

いうか協力していただけるのか、ちょっと現

状を教えていただきたいんですけれども。 

 

○田代環境立県推進課長 まだスタートして

おりませんけれども、昨年、その手前の段階

の可能性みたいなところを、ＮＰＯの方と県

の方でいろんなところを回ったということで

ございます。ラーメン店でありますとか、商

店街でありますとか、回ったということで

す。担当者本人のことしの目標は何か150店
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舗を目指すというふうなことを書いてありま

したけれども、地域の広がりであるとかもあ

ると思いますので、これからそういう設計を

していくということでございますので、今の

ところ具体的な数値はちょっと持ち合わせて

おりません。 

 

○内野幸喜委員 やっぱりある一部エリアだ

けに集中するとかじゃなくて、県内各地でこ

のエコくまポイントを使えるように、ぜひや

っていただければなと思うんですが、実際ど

うなんですか。やっぱり熊本市内に集中しそ

うな形になるんですか。 

 

○田代環境立県推進課長 他都市では、非常

に地域を狭めてやるというところもあります

し、いろんなやり方があります。先般も、家

電エコポイント制度、住宅エコポイント制

度、家電の方はもう終わってしまいましたけ

れども、そういうふうな広がりをもってやっ

た例とかありますけれども、一番効果的なの

は、どれがいいか、実験してということを、

企画コンペといいますか、企画書を出してい

ただきながら決めていきたいというふうに思

っております。御意見につきましては、十分

参考にさせて検討していきます。 

 

○吉永和世委員長 なければ次に移ります

が、よろしいですか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 今回は、報告事項はあり

ませんので、その他に入ります。その他とし

て何かありませんか。 

 

○佐藤雅司委員 これは自然保護課の方にお

尋ねしたいと思うんですけれども、環境審議

会の中で自然保護部会というのがあって、そ

れぞれの委員さん方が御審議なさっておると

思いますけれども、阿蘇の希少植物の盗掘の

話なんですね。これまでは、これは農政にも

関係あると思いますけれども、ある場所を教

えない、ある程度もう場所を教えずにやって

いった方がいいんだというような考え方、そ

れは当然だと思いますね。 

 ところが、最近では、やっぱり花盗人とい

いますか、それは許される話かもしれないけ

れども、やっぱり希少データブックに載って

いる絶滅危惧種あたりもあると。群生地群落

があるんですね。そういったところは、もう

マニアの人は知っているんです。だから、隠

しても隠しようがない。最近ＧＰＳもちゃん

と割り出すし、福岡とかいろんな人たちが来

て、ある意味地元の人たちもひょっとしたら

あるかもしれないけれども、かなり盗掘がや

っぱり進んでいると。もう隠すという視点か

ら、ある意味積極的な保護に乗り出すべきで

はないかと。 

 御承知のとおり、農政では、あそこのエリ

アは原野ですから、本当は立ち入ってはいけ

ないんですけれども、もうそれは皆さん方も

ワラビとりやなんかに来られるように余り規

制はしませんですたいね、してもしようがな

いので。だから、本当は立ち入っちゃいけな

いんですけれども、監視員あたりと相当トラ

ブルを起こしているような形跡も見受けられ

ます。 

 したがいまして、これはもう要望みたいな

話で、もしそうした傾向があるとするなら

ば、ぜひ聞かせてもらいたいと思うんですけ

れども、積極的な保護、能動的な保護、つま

り、例えばサクラソウならサクラソウの原生

地ですよ、サギソウならサギソウの原生地だ

から、そのエリアにはもう立ち入らない、あ

るいはそこから何かつくって、そこにはちゃ

んと監視員を置いて、あるいはいるようにす

るとか、そうした保護に乗り出さないと、確

かにあんなに広い地域ですから簡単にはいか

ないというふうには思っておりますけれど

も、その辺をぜひ自然保護部会の審議会の中

で検討していただきたいなというふうに思っ
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ております。もし何か答えがあるならば、な

いなら結構でございますが。 

 

○小宮自然保護課長 自然保護課の小宮でご

ざいます。着座にて説明させていただきま

す。 

 佐藤委員からのお話のありました希少野生

動植物につきましては、県内で40種、県の指

定をやっております。大半は阿蘇の草原で生

育しているものがございまして、その保護に

つきましては、県内で16カ所の保護区を設け

まして、保護をやっております。 

 ただ、先ほど先生がおっしゃるように、基

本的には、ピンポイントでその場所を県民の

方にお知らせするということは、かえってそ

のありかを教えるといいますか、そういった

盗掘につながるということで、審議会の中で

は、今のところ公表を避けているという状況

でございます。 

 ただ、審議会の検討委員の中では、それを

少しオープンにした形で保護をしていこうと

いう意見も最近は出てきておりますが、今の

ところピンポイントでの紹介はしておりませ

ん。具体的に紹介をするときには、阿蘇地域

とか、そういった大まかなお知らせのやり方

をやっております。 

 もう１点、取り締まりではございません

が、自然ふれあい指導員というボランティア

の方々を一般公募いたしまして、現在91名の

方がいらっしゃいますが、適切な触れ合いと

いいますか、そういった希少野生動植物の保

護にも助言、指導していくという方々の活動

を一方でもやっております。 

 以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員 この間、小笠原と平泉が世

界遺産に指定されましたけれども、阿蘇も世

界文化遺産を目指しております。それの条件

としては、やっぱり合意形成と、まさに保護

のあり方の基準をつくらにゃいかぬわけです

な。これはもう条例かなんかつくっていかな

いかぬわけですから、道のりは決して平たん

ではないと思いますので、そういったところ

も含めて、やっぱりそういう観点から言って

いくべきじゃないかなというふうに思います

ので、十分検討していただきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、付託調査事件の閉会中の継続審

査についてお諮りいたします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき、議長に申し出ることに御

異議ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。 

 それでは、これをもちまして第２回環境対

策特別委員会を閉会いたします。なお、委員

の先生方は連絡事項がございますので、しば

らくお待ちいただきたいと思います。 

  午後０時15分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  環境対策特別委員会委員長 
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